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○
総
務
省
令
第
三
十
五
号

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
二
条
第
四
号
ロ
、
ハ
、
ヘ
及
び
ヌ

の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

鳩
山


夫

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
総
務
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
八
条
中
「
一
般
会
計
等
」
を
「
一
般
会
計
等
（
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
一
般
会
計
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
緑
資
源
機
構
（
」
を
「
森
林
総
合
研
究
所
（
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律

（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
を
廃
止
す
る

法
律
に
よ
る
廃
止
前
の
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。
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六

社
会
福
祉
法
人
が
施
設
の
建
設
に
要
す
る
資
金
に
充
て
る
た
め
に
借
り
入
れ
た
借
入
金
の
償
還
に
要
す
る
費
用
の
補
助

に
係
る
経
費
の
支
出
予
定
額

七

地
方
公
共
団
体
が
当
該
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
の
債
務
に
つ
い
て
損
失
補
償
又
は
保
証
を
し
て
い
た
場
合
に
お
け
る

当
該
損
失
補
償
又
は
保
証
に
係
る
債
務
の
履
行
に
要
す
る
経
費
の
支
出
予
定
額

八

地
方
公
共
団
体
が
当
該
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
の
債
務
を
引
き
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
債
務
の
履
行
に
要
す
る

経
費
の
支
出
予
定
額
（
前
号
に
定
め
る
支
出
予
定
額
を
除
く
。
）

第
九
条
中
「
各
号
に
定
め
る
額
」
の
下
に
「
の
合
算
額
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
特
別
会
計
」
を
「
特
別
会
計
（
当
該

特
別
会
計
に
係
る
地
方
債
の
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
元
金
償
還
金
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
」
に
、
「
（
法
第
二
条
第

一
号
に
規
定
す
る
一
般
会
計
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
繰
入
金
の
う
ち
、
当
該
公
営
企
業
に
係
る

地
方
債
」
を
「
か
ら
の
繰
入
金
の
う
ち
、
当
該
特
別
会
計
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
地
方
債
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
指
定
地
方
債
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
」
に
、
「
認
め
ら
れ
る
額
を
」
を
「
認
め
ら
れ
る
額
を
当
該
地
方
債
の
」

に
、
「
地
方
債
の
元
金
の
額
を
乗
じ
て
得
た
額
」
を
「
当
該
特
別
会
計
に
係
る
地
方
債
（
指
定
地
方
債
を
除
く
。
）
の
現
在
高

を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
指
定
地
方
債
の
計
画
額
（
当
該
地
方
債
の
発
行
の
協
議
又
は
許
可
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
事
業
計
画
そ
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の
他
の
計
画
に
お
い
て
予
定
さ
れ
た
当
該
地
方
債
の
元
金
償
還
金
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
一
般
会
計
等
か
ら
の
当
該
年
度
以

降
の
繰
入
金
の
総
額
の
見
込
額
を
い
う
。
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
算
額
」
に
、
「
地
方
債
の
元
金
の
額
の

う
ち
」
を
「
当
該
特
別
会
計
に
係
る
地
方
債
の
現
在
高
の
う
ち
」
に
、
「
算
定
し
た
額
の
う
ち
」
を
「
算
定
し
た
額
（
次
号
に

お
い
て
「
基
準
額
」
と
い
う
。
）
の
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
元
金
の
額
を
乗
じ
て
得
た
額
」
を
「
現
在
高
を
乗
じ
て
得

た
額
（
当
該
特
別
会
計
に
係
る
地
方
債
の
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
元
金
償
還
金
が
な
い
特
別
会
計
に
あ
っ
て
は
、
当
該

地
方
債
の
計
画
額
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
第
一
号
」
を
「
第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
、

「
第
四
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
算
式
の
額
」
と

い
う
。
」
を
削
り
、
「
、
算
式
の
」
を
「
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
」
に
、
「
（Ａ

＋
Ｂ

）－

（Ｃ
＋

Ｄ

）
」
を
「Ａ

－

（Ｂ
＋

Ｃ

）
」
に
改
め
、
「Ｂ

当
該

法
非

適
用

企
業

の
建

設
又

は
改

良
に

要
す

る
経

費
の

財
源

に
充

て
る

た
め

の
他

の
会

計

か
ら

の
長

期
借

入
金

の
現

在
高

」
を
削
り
、
「Ｃ

未
売

出
土

地
の

完
成

後
の

販
売

見
込

額
か

ら

」
を
「Ｂ

未
売

出
土

地
の

完
成

後
の

販
売

見
込

額
か

ら
当

該
未

売
出

土
地

の

」
に
、
「Ｄ

地
方

公
営

企
業

法
施

行
令

」
を
「Ｃ

地
方

公
営

企
業

法
施

行
令

」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
第
一
号
」
を
「
第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
、
「
第
二
号
の
規

定
」
を
「
前
号
の
規
定
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
中
「
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
算
式
の
額
」
と
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い
う
。
」
を
削
り
、
「
、
算
式
の
」
を
「
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
」
に
、
「負

債
の

額
の

合
算

額

」
を
「負

債
の

額
の

合
算

額
か

ら
地

方
公

営
企

業
法

第
1
7
条

の
２

第
１

項
又

は
同

法
第

1
8
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
一

般
会

計
又

は
他

の
特

別

会
計

か
ら

長
期

の
貸

付
け

を
受

け
た

金
額

を
控

除
し

た
額

」
に
、
「当
該

年
度

の
前

年
度

の
末

日
に

お
け

る
地

方
公

営
企

業
法

」
を
「地

方
公

営
企

業
法

」
に
、
「こ

の
項

」
を
「こ

の
条

」
に
、
「第

４
号

」
を
「第

５
号

」
に
、
「
）か

ら

」
を
「
）か

ら
当

該
未

売
出

土
地

の
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

公
営
企
業
（
宅
地
造
成
事
業
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
特
別
会
計
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該

年
度
の
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
当
該
特
別
会
計
に
係
る
地
方
債
の
現
在
高
の
う
ち
、
当
該
地
方
債
の
計
画
額
又
は
基
準

額
の
い
ず
れ
か
大
き
い
額

第
十
二
条
第
一
号
中
「
設
立
団
体
か
ら
の
借
入
金
」
を
「
当
該
地
方
道
路
公
社
を
単
独
で
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
と
共
同

し
て
設
立
し
た
地
方
公
共
団
体
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
設
立
団
体
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
借
入
金
（
当
該
地
方
公
共
団
体

の
一
般
会
計
等
か
ら
の
借
入
金
及
び
当
該
地
方
公
共
団
体
に
設
置
さ
れ
て
い
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定

す
る
基
金
（
第
十
四
条
各
号
に
定
め
る
基
金
を
除
く
。
）
か
ら
の
借
入
金
に
限
る
。
）
」
に
、
「
が
、
次
に
掲
げ
る
業
務
」
を

「
（
第
八
条
第
七
号
及
び
第
八
号
に
規
定
す
る
支
出
予
定
額
（
当
該
地
方
公
共
団
体
が
損
失
補
償
又
は
保
証
を
し
て
い
た
債
務
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及
び
引
き
受
け
た
債
務
が
当
該
地
方
道
路
公
社
の
当
該
年
度
の
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
上
の
負
債
に
計
上
さ
れ

て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
計
上
さ
れ
て
い
る
額
を
上
限
と
す
る
。
）
を
除
く
。
）
が
、
次
に
掲
げ
る
業
務
」
に
改
め
、
同
条

第
二
号
中
「
第
四
号
」
を
「
第
十
五
条
第
五
号
」
に
、
「
借
入
金
の
額
の
う
ち
当
該
年
度
以
降
に
返
済
す
る
額
を
除
く
」
を
「

借
入
金
（
一
般
会
計
等
か
ら
の
借
入
金
及
び
当
該
地
方
公
共
団
体
に
設
置
さ
れ
て
い
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
一
条
第
五
項

に
規
定
す
る
基
金
（
第
十
四
条
各
号
に
定
め
る
基
金
を
除
く
。
）
か
ら
の
借
入
金
に
限
る
。
）
の
額
の
う
ち
当
該
年
度
以
降
に

返
済
す
る
額
（
第
十
五
条
第
五
号
に
規
定
す
る
額
を
除
く
。
）
、
第
八
条
第
七
号
及
び
第
八
号
に
規
定
す
る
支
出
予
定
額
（
当

該
地
方
公
共
団
体
が
損
失
補
償
又
は
保
証
を
し
て
い
た
債
務
及
び
引
き
受
け
た
債
務
が
当
該
土
地
開
発
公
社
の
負
債
に
計
上
さ

れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
計
上
さ
れ
て
い
る
額
を
上
限
と
す
る
。
）
並
び
に
当
該
土
地
開
発
公
社
の
債
務
に
つ
い
て
損
失

補
償
又
は
保
証
を
し
て
い
る
設
立
団
体
以
外
の
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
当
該
損
失
補
償
又
は
保
証
に
係
る
債
務
の
額
を
除
く

」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
こ
の
号
」
を
「
こ
の
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
以
外
の
も
の
」
を
「
以
外
の
も
の

（
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
当
該
土
地
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
の
取
得
価
額
」
を
「
（
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
当

該
土
地
を
除
く
。
）
の
取
得
価
額
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
除
く
」
を
「
除
き
、
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
当
該
土
地
を
除
く
」

に
、
「
加
算
又
は
」
を
「
加
算
若
し
く
は
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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四

土
地
開
発
公
社
の
債
務
に
つ
い
て
損
失
補
償
又
は
保
証
を
し
て
い
る
設
立
団
体
以
外
の
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
当
該

損
失
補
償
又
は
保
証
に
係
る
債
務

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
の
合
計
額

イ

当
該
土
地
開
発
公
社
が
保
有
す
る
公
拡
法
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
地
（
第
八
条
第
五
号
に
規
定
す

る
土
地
を
除
き
、
当
該
土
地
の
取
得
の
た
め
に
借
り
入
れ
た
借
入
金
に
つ
い
て
損
失
補
償
又
は
保
証
を
し
て
い
る
地
方

公
共
団
体
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
間
の
損
失
補
償
若
し
く
は
保
証
の
割
合
又
は
当
該
地
方
公
共

団
体
間
で
協
議
の
上
定
め
た
割
合
に
よ
り
あ
ん
分
し
た
土
地
）
の
取
得
の
た
め
に
借
り
入
れ
た
借
入
金
に
つ
い
て
損
失

補
償
又
は
保
証
を
し
て
い
る
場
合

当
該
損
失
補
償
若
し
く
は
保
証
に
係
る
債
務
の
額
又
は
当
該
土
地
の
う
ち
当
該
地

方
公
共
団
体
が
買
い
取
る
も
の
の
取
得
価
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

ロ

当
該
土
地
開
発
公
社
が
保
有
す
る
公
拡
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
土
地
（
当
該
土
地
の
取
得
の
た
め

に
借
り
入
れ
た
借
入
金
に
つ
い
て
損
失
補
償
又
は
保
証
を
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
地

方
公
共
団
体
間
の
損
失
補
償
若
し
く
は
保
証
の
割
合
又
は
当
該
地
方
公
共
団
体
間
で
協
議
の
上
定
め
た
割
合
に
よ
り
あ

ん
分
し
た
土
地
）
の
取
得
の
た
め
に
借
り
入
れ
た
借
入
金
に
つ
い
て
損
失
補
償
又
は
保
証
を
し
て
い
る
場
合

当
該
損

失
補
償
又
は
保
証
に
係
る
債
務
の
額
が
、
当
該
土
地
（
道
路
、
公
園
、
緑
地
そ
の
他
の
公
共
施
設
又
は
公
用
施
設
の
用
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に
供
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
土
地
を
除
く
。
）
の
取
得
価
額
又
は
次
に
掲
げ
る
土
地
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
土
地
の
時
価
と
し
て
算
定
し
た
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
超
え

る
額

販
売
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
土
地

当
該
土
地
の
販
売
見
込
額
（
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に

（1）
よ
り
評
価
を
行
っ
た
価
額
）
か
ら
販
売
経
費
等
見
込
額
を
控
除
し
た
額

販
売
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
土
地

当
該
土
地
の
完
成
後
の
販
売
見
込
額
か
ら
造
成
販
売
経
費
等
見
込

（2）
額
を
控
除
し
た
額
又
は
当
該
土
地
の
近
傍
類
似
の
土
地
の
価
格
の
変
動
を
勘
案
し
て
取
得
価
額
を
加
算
若
し
く
は
減

算
し
た
額

第
十
五
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

土
地
開
発
公
社
に
対
す
る
貸
付
金
の
償
還
金

設
立
団
体
の
一
般
会
計
等
及
び
当
該
地
方
公
共
団
体
に
設
置
さ
れ
て
い

る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
基
金
（
第
十
四
条
各
号
に
定
め
る
基
金
を
除
く
。
）
か
ら
土
地
開

発
公
社
へ
の
貸
付
金
の
う
ち
第
八
条
第
五
号
に
規
定
す
る
土
地
の
取
得
の
た
め
に
貸
し
付
け
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
償

還
が
見
込
ま
れ
る
額
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第
二
十
一
条
第
五
項
中
「
前
々
年
度
」
を
「
前
年
度
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
中
「
国
立
特
殊
教
育
総
合
研
究
所
」
を
「
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
」
に
、
「
文
化
財
研
究
所
」
を
「

国
立
文
化
財
機
構
」
に
改
め
、
「
、
独
立
行
政
法
人
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
」
を
削
る
。

別
記
第
８
号
様
式
第
５
の
１
の

の
表
中

(1)

「

６
地

方
債

を
」

「

６
地

方
債

に
、

う
ち

再
生

振
替

特
例

債

「

６
公

債
債

を
」

「

６
公

債
債

に
改
め
、
同

う
ち

再
生

振
替

特
例

債

様
式
第
５
の
１
の

の
表
中

(3)

「

実
質

赤
字

比
率

を

（
％

）



- 9 -

」

「

実
質

赤
字

比
率

（
％

）

参
考

に
改
め
る
。

（
）

再
生

振
替

特
例

債
を

発
行

し
な

か
っ

た
場

合
の

実
質

赤
字

比
率

（
％

）

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


